
消費者トラブルと見守りについて 
 

                          京都府消費生活安全センター 

１．京都府消費生活安全センターの役割  

➢ 消費生活相談（電話・来所・インターネット）  

➢ 消費生活講座（啓発・教育） 

➢ 事業者への調査・指導（適正な取引行為、表示に関するもの） 

消費生活相談窓口とは… 

消費生活のさまざまなトラブルや疑問について、専門の消費生活相談員が公正な立場で解

決のためのお手伝いをします。京都府及び各市町村に設置されている行政機関です。 

２．京都府の消費生活相談の状況（速報値） 

  令和７年度 相談件数 ２３，３０９件 （⑥20,791件、前年度比 112.1％） 

令和７年度における相談内容の特徴 

✔ＳＮＳをきっかけとしたトラブルに関する相談は、４年間で約２倍に増加 

〇ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラブル・ＳＮＳで知り合った人から怪しい

儲け話を勧められるトラブルなどのＳＮＳに関する相談は、毎年増加 

【相談件数】③1,188件→⑥1,950 件→⑦2,345 件（前年度比 120％、令和３年度比 197％） 

【相談事例】ＳＮＳをきっかけとした投資詐欺 

✔お試しの定期購入に関する相談が、引き続き最多 

〇健康食品・サプリメント、美容関連商品等を通信販売（ネット通販を含む）で購入する際

に、「無料お試し」や「低額のお試し価格」と思って注文したところ、定期購入の条件が

付いていたといった相談は、引き続き最多 

【相談件数】⑤1,852 件→⑥2,157件→⑦2,359 件（前年度比 109％） 

【相談事例】初回お試しで注文し意図せず定期購入になり、２回目以降の商品が高額 

✔インターネット通販の商品未着・連絡不能等に関する相談は、増加 

〇ネット通販に関する相談は、近年増加傾向にあり、注文した商品が届かない「商品未着」、

業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に関する相談件数も増加 

【相談件数】⑥1,296件→⑦1,612 件（前年度比 124％） 

【相談事例】偽サイトで有名店のバッグを購入し商品未着・連絡不能 

✔ 個人情報を聞き出す不審電話に係る相談が、約２倍に急増 

〇総務省、ＮＴＴ、厚生労働省、警察等を名乗り、個人情報を聞き出す不審電話に係る相

談が急増 

【相談件数】⑥701 件→⑦1,354 件（前年度比 193％）（推計値） 

 

令和７年度における相談者等の特徴 

✔消費生活相談の年代別では、50歳代～70歳代の相談件数が多く、65歳以上が約３分の１ 
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✔令和７年(1～12月)京都府の特殊詐欺、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺（京都府警）         

〇特殊詐欺…認知件数 292件 被害総額 25億 2,200万円（65歳以上が全体の 65％） 

〇ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺…認知件数 118件 被害総額 16億 3,500万円 

 ３．障害者の消費者トラブルの特徴   ＜資料：見守りガイドブック P01～02＞ 

  ①判断に必要な情報が不十分だったり、相談のために特別な支援を必要とする 

  ②判断に支援が必要な場合、だまされていることに気づきにくい 

  ③被害にあっても抱え込んでしまい、周囲に相談しない 

４．相談事例の具体例         ＜資料：見守りガイドブック P03～P08＞ 

  事例①～事例⑥ 

５．見守り、気づき、声かけ、つなぐ  ＜資料：見守りガイドブック P09～P12＞ 

   トラブル対応のフローチャート…資料：見守りガイドブック P09～P10 

   ポイント 

⚫ 家族や周囲の人が日頃から様子を気にかける（声かけ） 

⚫ 信頼関係の構築（何でも話せる） 

⚫ 被害に気づいたら、被害を知ったら、早めに相談窓口へ 

６．消費生活相談窓口の利用 （いやや！） 

  ★消費者ホットライン  １８８ ＜お近くの消費生活相談窓口をご案内します＞ 

  ★京都府消費生活安全センター ＴＥＬ：０７５－６７１－０００４ 

・山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７４－２１－２４２６ 

・南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７１－２３－４４３８ 

・中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７３－６２－２５０６ 

・丹後広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課 ＴＥＬ：０７７２－６２－４３０４ 

  ★京都府内市町村の消費生活相談窓口（各市町村に設置） 

・詳細：https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1270540274236.html 

７．消費生活講座等の案内 

★消費生活相談員による出前講座 

ご利用者の方の消費者被害の早期発見や未然防止に向けた、ケアマネージャーやヘルパ

ーの方等を対象に出前講座を行っていますので、是非、ご利用ください。 

京都府消費生活安全センター（ＴＥＬ：０７５－６７１－００３０）又はお近くの広域

振興局の相談窓口へご連絡ください。 

▶出前講座の詳細・申込方法：https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1291265551887.html 

★クーリング・オフについて  ＜資料：見守りガイドブック 最終頁＞ 

★体験型動画講座（消費者庁制作）  

最新の消費者トラブル事例を被害者目線で疑似体験できる VR動画（一人称視点）を紹介

します。施設での研修や集会等でご利用ください。 

https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1270540274236.html
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/1291265551887.html


▶「鍛えよう、消費者力～気づく・断る・相談する～」 

https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/ 

（動画の内容例） 

投げ銭トラブル・フェイクニュース・投資勧誘・暗号資産・点検商法 など 

 

https://www.kportal.caa.go.jp/shohisha-ryoku/















